仕　　様　　書
行財政局総務部庁舎管理課
（担当 中島、高 075-222-3046）
	
	件名
	Ｙ・Ｊ・Ｋビル５階（監査事務局）退去に伴う電源等電気設備修繕について
	

	
	履行期間
	契約締結日から令和８年６月２９日まで
	

	
	契約条件
	　１　総則

（１）本業務は、京都市契約事務規則並びに関係法令等を遵守するとともに、本仕様書に基づき完全に施行すること。

（２）本業務の受託人は、労働基準法、労働安全衛生法等による労働安全衛生規則を厳守のうえ、施行すること。

　
　２　業務の目的
　　　本委託業務は、Ｙ・Ｊ・Ｋビル５階に入居している監査事務局が、同ビルを退去することに伴い、賃借スペースの電源等電気配線や電気設備を撤去し、入居前の状態に回復する修繕業務を行うもの。
３　支払
　　委託料は、業務完了後に受託者からの請求に基づき、支払うものとする。

４　報告

　　　本業務の受託人は、業務完了報告書を請求書と合わせて行財政局総務部庁舎管理課長宛に提出すること。
５　その他
（１）本業務の受託人は、その実施に関し行財政局総務部庁舎管理課担当者と密接に連絡を取り合うこと。
（２）別添図面は、同建物内フロアを参考に表示しているため、現場確認が必要であればその旨、申し出すること。
（３）本契約の各条項に疑義が生じたとき及び本仕様書に定めのない事項については、本市と受託者は双方誠意を持って解決すること。
　　　
	


（注）本仕様について不明な点がある場合は、庁舎管理課の指示にしたがってください。
